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今
年
は
天
文
フ

ァ
ン
に
は
う
れ
し

い
年
だ
。
先
月
26

日
に
は
日
没
後
の

西
の
空
に
金
星
・

月
・
木
星
が
並
ん
だ
。
釣
り
針

の
よ
う
な
三
日
月
の
上
下
に
、

太
陽
系
の
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー
た

ち
が
従
う
。
月
の
明
り
が
こ
れ

以
上
だ
と
、
お
そ
ら
く
木
星
が

か
す
ん
で
し
ま
う
だ
ろ
う
。
絶

妙
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
、
美
し
い
光

景
に
し
ば
し
見
と
れ
た
人
も
多

い
と
思
う
▼
大
本
命
は
来
月
21

日
の
金
環
日
食
だ
。
神
戸
で
は

朝
７
時
半
前
後
の
数
分
間
、
仕

事
前
の
忙
し
い
時
間
だ
が
、
見

逃
さ
な
い
よ
う
に
し
た
い
。
続

い
て
６
月
６
日
に
は
金
星
が
お

天
道
様
の
前
を
横
切
る
、
太
陽

面
通
過
が
見
ら
れ
る
。
こ
ち
ら

も
、
朝
７
時
過
ぎ
か
ら
６
時
間

く
ら
い
か
け
て
見
ら
れ
る
よ
う

だ
。
こ
の
次
は
１
０
５
年
後
と

い
う
か
ら
、
わ
が
人
生
で
、
も

ち
ろ
ん
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
だ
。

専
用
メ
ガ
ネ
と
照
々
坊
主
を
今

か
ら
用
意
し
て
お
こ
う
▼
一
方

で
、
興
ざ
め
な
ニ
ュ
ー
ス
も
聞

こ
え
て
く
る
。
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
法
の

改
定
が
今
国
会
で
審
議
さ
れ
て

い
る
。「
平
和
目
的
に
限
る
」

と
さ
れ
て
い
る
宇
宙
航
空
研
究

開
発
機
構
（
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
）
を
軍

事
利
用
可
能
に
す
る
の
が
目
的

だ
。「
は
や
ぶ
さ
」
で
多
く
の

人
に
夢
と
感
動
を
与
え
て
く
れ

た
日
本
の
宇
宙
技
術
だ
。
地
球

を
破
壊
す
る
目
的
に
絶
対
使
わ

せ
て
は
な
ら
な
い
。
宇
宙
の

「
憲
法
９
条
」
を
守
れ
と
、
宇

宙
飛
行
士
の
秋
山
豊
寛
さ
ん
た

ち
が
訴
え
て
い
る
▼
折
し
も
、

北
朝
鮮
の
「
ロ
ケ
ッ
ト
」
打
ち

上
げ
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

宇
宙
開
発
を
口
実
に
し
た
軍
拡

の
意
図
が
透
け
て
見
え
る
。

「
人
の
ふ
り
見
て
我
が
ふ
り
直

せ
」
で
あ
る
。
不
毛
な
軍
拡
競

争
の
道
か
、
徹
底
し
た
平
和
利

用
の
道
か
、
お
天
道
様
の
答
え

は
決
ま
っ
て
い
る
だ
ろ
う（
星
）

平成23年分確定申告を終えて

今 　 号 　の　記　事今 　 号 　の　記　事

２面

新点数Ｑ＆Ａ（医科・歯科） ３面

４面診内研より
生活習慣病と骨粗鬆症の診療

研
面
究

日　　時　５月20日（日）　　議　　事　13時～　協会会議室
特別講演　15時30分～　県農業会館11大ホール
〈九条の会・兵庫県医師の会　市民講演会〉

テ ー マ　「益川敏英が語る　気骨の平和主義」
講　　師　ノーベル賞物理学者　益川敏英先生
　　　　　名古屋大学素粒子宇宙起源研究機構長・特別教授。
　　　　　京都大学名誉教授。京都産業大学益川塾塾頭。

資 料 代　500円（協会会員）／1000円（一般市民）

お申し込み・お問い合わせは、☎078－393－1801まで

ラ
ジ
オ「
医
療
知
ろ
う
！
」出
演 

全
26
回
が
終
了

　

協
会
が
昨
年
10
月
か
ら
出
演
し
て
い
た
ラ
ジ
オ
関
西
番
組

「
寺
谷
一
紀
と
！
い
・
し
ょ
く
・
じ
ゅ
う
」
が
、
３
月
29
日

の
放
送
で
今
シ
ー
ズ
ン
を
終
え
た
。
同
番
組
内
コ
ー
ナ
ー

「
医
療
知
ろ
う
！
」
に
協
会
役
員
ら
が
毎
回
出
演
し
、
社
会

保
障
制
度
、
消
費
税
、
環
境
問
題
な
ど
医
療
や
健
康
に
か
か

わ
る
話
題
を
取
り
上
げ
て
き
た
。
同
時
期
に
実
施
し
て
い
た

「
ク
イ
ズ
で
考
え
る
日
本
の
医
療　

窓
口
負
担
を
無
料
に
で

き
る
っ
て
本
当
？
」
と
あ
わ
せ
て
、
市
民
に
医
療
・
社
会
保

障
問
題
に
つ
い
て
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
目
的
。
協

会
・
保
団
連
が
取
り
組
ん
で
い
る
患
者
負
担
軽
減
署
名
へ
の

協
力
も
リ
ス
ナ
ー
に
呼
び
か
け
た
。

リ
ス
ナ
ー
か
ら
反
響

リ
ス
ナ
ー
か
ら
反
響

　

番
組
は
昨
年
10
月
か
ら
今
年

３
月
末
ま
で
、
毎
週
木
曜
夜
７

時
か
ら
８
時
に
放
送
。「
医
療

知
ろ
う
！
」
コ
ー
ナ
ー
は
７
時

半
ご
ろ
か
ら
15
分
程
度
。

　

こ
れ
ま
で
、「
高
す
ぎ
る
日

本
の
患
者
窓
口
負
担
」「
口
腔

ケ
ア
と
健
康
」「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
と
医

療
」「
税
・
社
会
保
障
一
体
改

革
」「
原
発
依
存
か
ら
の
脱

却
」「
東
日
本
大
震
災
医
療
支

援
」「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予

防
」
な
ど
を
テ
ー
マ
に
取
り
上

げ
、
全
26
回
で
18
人
が
出
演
し

た
。

　

毎
回
放
送
終
了
後
、
リ
ス
ナ

ー
か
ら
番
組
宛
に
「
窓
口
負

担
、
無
料
に
な
っ
た
ら
い
い
で

す
ね
」「
医
療
が
一
番
の
関
心

事
で
す
。
耳
を
ダ
ン
ボ
状
態
で

拝
聴
し
て
い
ま
す
」
な
ど
感
想

が
ハ
ガ
キ
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
寄
せ
ら

れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
放
送
内
容
は
、

協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
動
画
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

協
会
は
今
後
も
、
患
者
や
市

民
に
医
療
問
題
や
協
会
の
主
張

を
知
っ
て
も
ら
う
宣
伝
に
つ
い

て
検
討
し
て
い
く
。

リ
ス
ナ
ー
の
声

（〈　

〉内
は
放
送
テ
ー
マ
）

〝
無
料
の
国
〞
知
ら
な
か
っ
た

〝
無
料
の
国
〞
知
ら
な
か
っ
た

〈
高
す
ぎ
る
日
本
の
患
者
窓
口

〈
高
す
ぎ
る
日
本
の
患
者
窓
口

負
担
〉

負
担
〉

　

窓
口
負
担
の
話
、
真
剣
に
聞

か
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
な
ど
で
窓
口
負
担
が
無

料
な
ん
て
全
然
知
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
健
康
保
険
料
を
払
っ
て

い
る
の
に
日
本
で
は
さ
ら
に
負

担
が
あ
る
な
ん
て
変
で
す
ね
。

 

（
西
区
、
52
歳
女
性
）

あ
る
と
こ
ろ
に
は
あ
る
ん
で
す

あ
る
と
こ
ろ
に
は
あ
る
ん
で
す

ね
〈
医
療
や
社
会
保
障
に
ふ
さ

ね
〈
医
療
や
社
会
保
障
に
ふ
さ

わ
し
い
財
源
を
探
る
〉

わ
し
い
財
源
を
探
る
〉

　

難
し
い
話
で
し
た
が
、
考
え

て
み
れ
ば
当
た
り
前
で
す
よ

ね
。
所
得
の
多
い
人
ほ
ど
税
金

が
高
く
な
る
の
は
昔
学
校
で
も

習
い
ま
し
た
し
ね
。
で
も
、
大

企
業
が
そ
ん
な
に
お
金
を
貯
め

込
ん
で
い
る
と
は
知
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
儲
か
ら
な
い
と
か
言

っ
て
も
、
あ
る
と
こ
ろ
に
は
あ

る
ん
で
す
ね
。

 

（
尼
崎
市
、
42
歳
女
性
）

震
災
の
記
憶
、
風
化
さ
せ
ず
に

震
災
の
記
憶
、
風
化
さ
せ
ず
に

〈
東
日
本
大
震
災
の
医
療
支
援

〈
東
日
本
大
震
災
の
医
療
支
援

に
入
っ
て
〉

に
入
っ
て
〉

　

小
寺
先
生
の
お
話
、
興
味
深

く
聞
き
ま
し
た
。
阪
神
・
淡
路

大
震
災
の
と
き
も
そ
う
で
し
た

が
、
東
日
本
大
震
災
も
発
生
か

ら
９
カ
月
が
過
ぎ
、
マ
ス
コ
ミ

で
報
道
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く

な
っ
て
き
て
、
人
々
の
記
憶
か

ら
薄
れ
て
い
く
の
が
私
も
気
に

な
り
ま
す
。

 

（
北
区
、
50
歳
女
性
）

20122012年年
診療報酬改定診療報酬改定
インタビューインタビュー

　

―
―

歯
科
本
体
は
１
・
７
％

の
プ
ラ
ス
改
定
と
な
り
ま
し

た
。

　

金
額
的
に
は
５
０
０
億
円
と

わ
ず
か
で
す
が
、
今
回
の
改
定

内
容
は
、
一
定
評
価
で
き
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

「
歯
科
固
有
の
技
術
評
価
を

見
直
す
」
と
さ
れ
、
有
床
義
歯

や
歯
周
基
本
治
療
な
ど
、
こ
れ

ま
で
据
え
置
か
れ
た
ま
ま
だ
っ

た
、
日
常
診
療
に
頻
繁
に
使
う

点
数
が
幅
広
く
引
き
上
げ
ら
れ

ま
し
た
。

　

一
つ
ひ
と
つ
の
引
き
上
げ
幅

は
数
点
ず
つ
で
微
々
た
る
も
の

で
す
が
、
算
定
回
数
が
多
い
の

で
、
積
み
重
ね
る
と
そ
れ
な
り

の
大
き
さ
に
な
る
の
で
は
な
い

か
と
期
待
し
て
い
ま
す
。
名
称

も
患
者
さ
ん
か
ら
見
て
分
か
り

や
す
い
よ
う
に
変
更
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

私
た
ち
が
何
度
も
国
会
要
請

を
重
ね
、
ま
た
「
保
険
で
よ
り

良
い
歯
科
医
療
を
」
連
絡
会
な

　

―
―

保
険
の
適
用
範
囲
も
拡

大
さ
れ
ま
し
た
。

　

歯
質
を
削
ら
ず
に
ブ
リ
ッ
ジ

が
で
き
る
接
着
ブ
リ
ッ
ジ
の
適

用
範
囲
が
臼
歯
部
ま
で
拡
大
さ

れ
、
歯
科
用
３
次
元
エ
ッ
ク
ス

線
断
層
撮
影
も
医
科
の
準
用
か

ら
、
歯
科
保
険
適
用
と
な
り
ま

し
た
。在

宅
の
時
間

要
件
が
緩
和

　

―
―

チ
ー
ム
医
療
の
推
進
や

在
宅
歯
科
医
療
の
充
実
が
重
点

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

前
回
改
定
で
導
入
さ
れ
た
歯

ど
を
通
じ
て
、

ね
ば
り
強
く
活

動
し
た
こ
と
が

反
映
さ
れ
た
結

果
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。

科
訪
問
診
療
料
の
「
20
分
以

上
」
の
時
間
要
件
が
変
更
さ
れ

ま
し
た
。
訪
問
中
に
気
分
が
悪

い
な
ど
容
体
が
急
変
し
、
や
む

を
得
ず
治
療
を
中
止
し
た
場
合

な
ど
は
、
20
分
以
内
で
も
認
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、

患
者
さ
ん
の
状
態
に
あ
わ
せ
て

治
療
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
が
ん
患
者
な
ど
で
医

科
歯
科
が
連
携
し
、
口
腔
機
能

の
管
理
を
評
価
す
る
点
数
が
新

設
さ
れ
ま
し
た
。
通
院
さ
れ
て

い
る
患
者
さ
ん
か
ら
、
が
ん
の

手
術
を
受
け
る
と
聞
く
こ
と
が

あ
り
、
病
院
と
連
携
し
て
、
患

者
さ
ん
の
口
腔
機
能
維
持
が
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し

て
い
ま
す
。

歯
科
医
療
危
機
は

改
善
さ
れ
ず

　
―
―

歯
科
医
療
の
危
機
は
打

開
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

良
い
こ
と
ば
か
り
の
よ
う
で

す
が
、
こ
れ
ま
で
歯
科
の
診
療

報
酬
が
ず
っ
と
上
が
ら
な
い
ま

ま
で
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
今

回
の
引
き
上
げ
幅
は
非
常
に
小

さ
く
、
採
算
の
と
れ
な
い
低
診

療
報
酬
で
長
期
維
持
管
理
を
歯

科
医
師
に
押
し
つ
け
る
基
本
路

線
は
手
つ
か
ず
の
ま
ま
で
す
。

　

ま
た
、
補
強
線
な
ど
、
包
括

化
さ
れ
て
き
た
技
術
は
見
直
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

中
医
協
の
付
帯
意
見
書
で

は
、
歯
科
医
療
に
つ
い
て
「
基

本
診
療
料
の
あ
り
方
に
つ
い
て

別
途
検
討
を
行
う
」
と
あ
り
、

歯
科
基
本
診
療
料
の
あ
り
方
が

課
題
と
さ
れ
て
お
り
、
今
後
の

動
向
に
注
目
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
保
険
で
よ
り
良
い

歯
科
医
療
の
実
現
を
求
め
て
、

が
ん
ば
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。

②歯 科

鈴田 明彦先生（灘区）

鈴田歯科医院院長、協会理事

技
術
料
引
き
上
げ
実
現
も

ま
だ
ま
だ
低
い
点
数

被
災
地
支
援
か
ら
窓
口
負
担
ま
で
幅
広
い
テ
ー
マ
を
扱
っ
た

（
写
真
は
収
録
風
景
。
右
端
は
広
川
理
事
）　　
　
　
　
　
　

「毎回興味津々、参考になった」

兵庫県保険医協会　第81回評議員会第81回評議員会
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高額療養費

収
入
・
経
営

状
況
の
特
徴

　

貧
困
と
格
差
社
会
が
深
刻

化
し
、
医
療
機
関
の
経
営
と

生
活
に
も
影
響
が
現
れ
て
い

ま
す
。

　

内
科
系
は
、
在
宅
診
療
に

出
か
け
る
か
ど
う
か
、
外
来

の
余
裕
と
出
か
け
る
医
療
が

う
ま
く
調
和
す
れ
ば
成
功
し

て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

経
費
倒
れ
と
疲
労
困
憊
で
は

長
続
き
し
ま
せ
ん
。
土
地
に

余
裕
が
あ
れ
ば
「
高
齢
者
サ

ー
ビ
ス
付
住
宅
を
手
が
け
ま

協会税務講師団が　
マンツーマンで対応

で
対
応
。
申
告
書
と
資

料
を
最
終
点
検
し
、
内

容
に
つ
い
て
ア
ド
バ
イ

ス
し
た
。

　

参
加
者
か
ら
は
「
自

主
記
帳
に
切
り
替
え
た

初
め
て
の
自
主
申
告

で
、
事
前
に
専
門
家
の

チ
ェ
ッ
ク
が
も
ら
え
て

あ
り
が
た
い
」「
毎
年

参
加
し
て
い
る
が
、
税

　

協
会
税
経
部
は
、
３
月
15
日

に
期
限
を
迎
え
た
確
定
申
告
に

備
え
、
３
月
３
日
・
４
日
に
協

会
会
議
室
で
確
定
申
告
相
談
会

を
開
催
し
、
２
日
間
で
40
医
療

機
関
か
ら
医
師
・
ス
タ
ッ
フ
ら

46
人
が
参
加
し
た
。

　

確
定
申
告
直
前
に
申
告
資
料

チ
ェ
ッ
ク
を
税
理
士
が
行
う
も

の
で
、
毎
年
開
催
し
て
い
る
。

　

相
談
会
で
は
、
11
人
の
協
会

税
務
講
師
団
が
マ
ン
ツ
ー
マ
ン

理
士
の
方
は
い
つ
も
親
身
に
な

っ
て
申
告
書
を
作
成
し
て
く
だ

さ
る
」
な
ど
好
評
の
声
が
寄
せ

ら
れ
た
。
来
年
も
多
く
の
先
生

方
に
ご
活
用
い
た
だ
き
た
い
。

　

協
会
は
申
告
時
期
に
限
ら

ず
、
税
理
士
紹
介
、
税
理
士
と

の
個
別
相
談
（
５
０
０
０
円
／

１
時
間
）
を
行
っ
て
い
る
。

　

個
別
相
談
で
は
、
顧
問
税
理

士
が
い
て
も
医
業
税
制
に
精
通

し
た
税
理
士
の
意
見
を
求
め
た

い
と
、
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン

の
場
と
し
て
利
用
さ
れ
る
先
生

も
多
数
お
ら
れ
る
。

　

「
記
帳
の
仕
方
が
分
か
ら
な

い
」「
消
費
税
の
課
税
業
者
に

な
る
か
否
か
」「
相
続
税
、
贈

与
税
に
つ
い
て
相
談
し
た
い
」

な
ど
の
ご
相
談
に
ぜ
ひ
ご
活
用

い
た
だ
き
た
い
。

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
☎
078―

393―

１
８
１
７
田
村
ま
で

請
負
・
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ

ト
形
態
な
ど
の
不
安
定
雇
用

の
増
加
が
背
景
に
あ
る
の
で

し
ょ
う
。

　

普
及
し
て
き
た
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
つ
い
て
、
広
域
に
患

者
を
集
め
る
場
合
に
は
、
意

味
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
そ
の
維
持
・
管
理
の
た

め
多
大
な
コ
ス
ト
が
か
か
り

ま
す
。
普
通
は
場
所
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
と
名
刺
代
わ

り
の
役
割
で
よ
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
た
、
こ
の
忙
し
く
か

つ
、
数
字
も
固
ま
ら
な
い
時

期
に
税
務
と
は
異
な
る
基
準

で
回
答
を
求
め
る
経
済
セ
ン

サ
ス
の
い
っ
せ
い
調
査
が
あ

り
ま
し
た
。
税
務
デ
ー
タ
は

目
的
外
の
た
め
流
用
で
き
な

い
の
だ
そ
う
で
、
し
か
も
、

法
令
上
、
回
答
拒
否
に
は
罰

ス
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

　

地
域
に
よ
り
違
い
も
み
ら

れ
ま
す
。
現
役
並
み
収
入
の

患
者
が
多
い
地
域
で
は
、
そ

れ
ほ
ど
受
診
抑
制
は
さ
れ
て

お
り
ま
せ
ん
。
一
方
、
患
者

さ
ん
の
懐
具
合
を
考
え
て
、

次
の
機
会
の
検
査
を
医
師
の

側
か
ら
予
約
す
る
配
慮
さ
え

必
要
な
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う

で
す
。

　

ま
た
、
社
会
保
険
の
患
者

さ
ん
の
比
重
低
下
・
生
活
保

護
や
国
保
患
者
の
増
加
が
み

ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
会
社

勤
め
な
の
に
、
派
遣
や
個
人

貸
物
貸
物
件件

◇
所
在
地　

姫
路
市
東
延

末
２―

１
６
６
ハ
リ
マ
第

一
ビ
ル
１
０
１
（
Ｊ
Ｒ
姫

路
駅
よ
り
徒
歩
７
分
）

◇
種　

類　

鉄
筋
造
３
階

建
ビ
ル
賃
貸

◇
面　

積　

96
・
20
㎡

◇
募
集
科
目　

内
科
、
耳

鼻
科
（
周
辺
に
耳
鼻
科
は

あ
り
ま
せ
ん
）

◇ 

条　

件　

委
細
面
談
の

上
お
問
い
合
わ
せ
は
、

☎
078―

393―

１
８
１
７

田
村
ま
で

会
員
訃
報

ご
冥
福
を
お
祈
り

　
　
　

申
し
上
げ
ま
す

平
井　

一
郎
先
生

丹
波
市　

肛
門
科

３
月
28
日　

享
年
56
歳

則
が
用
意
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
各
種
抽
出
調
査
の
一
本

化
・
合
理
化
な
の
だ
と
い
う

こ
と
で
す
が
、
割
り
切
れ
な

い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

経
費
の
特
徴

　

エ
コ
ポ
イ
ン
ト
や
オ
ン
ラ

イ
ン
化
の
た
め
の
設
備
投
資

が
一
段
落
し
て
、
あ
ま
り
多

く
の
投
資
は
な
か
っ
た
よ
う

で
す
。

　

リ
ー
ス
は
税
務
上
、
売
買

と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
リ
ー

ス
に
よ
る
機
器
購
入
に
つ
い

て
の
税
額
控
除
適
用
が
可
能

で
す
が
、
不
徹
底
で
あ
る
よ

う
に
感
じ
ま
し
た
。

所
得
控
除
・

年
少
扶
養
控
除

廃
止
な
ど

　

中
学
生
以
下
に
認
め
ら
れ

確定申告相談会が好評確定申告相談会が好評

〝申告前のチェック
 ありがたい〟

　

高
額
療
養
費
制
度
に
お
け
る

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
の
取

り
扱
い
は
、
こ
れ
ま
で
入
院
の

み
で
し
た
が
、
４
月
か
ら
通
院

に
も
適
用
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

　

高
額
療
養
費
制
度
の
対
象
に

な
る
患
者
さ
ん
が
「
限
度
額
適

用
認
定
証
」
を
提
示
し
た
場

合
、
患
者
さ
ん
の
負
担
は
、
高

額
療
養
費
の
窓
口
負
担
限
度
額

ま
で
と
な
り
、
限
度
額
を
上
回

る
医
療
費
は
す
べ
て
レ
セ
プ
ト

で
保
険
請
求
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

高
額
療
養
費
の
限
度
額
自
体

は
変
更
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

通
院
で
該
当
す
る
ケ
ー
ス
は
、

高
額
な
薬
剤
を
投
与
し
た
場
合

な
ど
ま
れ
で
す
が
、
該
当
す
る

場
合
は
患
者
さ
ん
に
「
限
度
額

適
用
認
定
証
」
の
申
請
を
行
う

よ
う
お
勧
め
く
だ
さ
い
。

〈
参
考
資
料
〉

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」概
要

　

高
額
療
養
費
制
度
は
、
限
度

額
を
超
え
た
負
担
額
を
後
か
ら

払
い
戻
す
償
還
払
い
で
す
が
、

該
当
す
る
こ
と
が
あ
ら
か
じ
め

想
定
さ
れ
る
場
合
、「
限
度
額

適
用
認
定
証
」
を
提
示
す
る
こ

と
に
よ
り
、
最
初
か
ら
窓
口
負

担
を
限
度
額
ま
で
と
す
る
も
の

で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
年
齢
や
所
得
に

よ
り
申
請
条
件
が
異
な
り
ま

す
。

　

①
70
歳
未
満
の
場
合
は
、

「
限
度
額
認
定
証
」
の
申
請
を

医
療
保
険
の
保
険
者
に
し
ま

す
。
国
民
健
康
保
険
の
場
合
は

役
所
の
保
険
年
金
担
当
窓
口
で

す
。
保
険
証
、
印
鑑
が
必
要
で

す
。

　

②
70
歳
以
上
で
下
記
の
③
以

外
の
方
は
、「
限
度
額
適
用
認

定
証
」
の
申
請
は
、
必
要
あ
り

ま
せ
ん
。「
高
齢
受
給
者
証
」

「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

証
」
を
提
示
す
れ
ば
、
限
度
額

ま
で
の
扱
い
に
な
り
ま
す
。
た

だ
し
、
複
数
の
医
療
機
関
に
か

か
っ
て
合
算
し
て
高
額
に
な
る

場
合
や
、
世
帯
で
合
算
し
て
高

額
に
な
る
場
合
な
ど
で
は
、
高

額
療
養
費
の
払
戻
申
請
が
必
要

で
す
。
75
歳
以
上
の
場
合
は
申

請
書
が
送
ら
れ
て
き
ま
す
。

　

③
70
歳
以
上
で
も
、
住
民
税

非
課
税
世
帯
の
方
は
申
請
が
必

要
で
す
。「
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
申

請
す
れ
ば
、
さ
ら
に
窓
口
負
担

額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
役
所
の

担
当
窓
口
に
保
険
証
、
印
鑑
を

持
参
し
て
申
請
し
ま
す
。

「限度額適用認定証」

４月から通院にも拡大４月から通院にも拡大

て
い
た
年
少
扶
養
控
除
は
な

く
な
り
ま
し
た
。
減
額
さ
れ

た
子
ど
も
手
当
で
は
、
高
額

所
得
者
の
場
合
、
負
担
増
に

な
り
ま
し
た
。

　

最
高
裁
判
決
（
２
０
１
０

年
７
月
）
に
よ
っ
て
、
遺
族

に
対
す
る
保
険
年
金
の
扱
い

変
更
が
さ
れ
、
保
険
医
年

金
、
日
医
年
金
な
ど
で
は
、

更
正
の
請
求
に
よ
っ
て
、
過

去
５
年
間
で
納
め
過
ぎ
た
所

得
税
は
還
付
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　

遺
族
に
関
す
る
保
険
年
金

の
平
成
12
年
か
ら
16
年
分
ま

で
の
特
別
還
付
金
請
求
は
本

年
６
月
29
日
ま
で
と
な
っ
て

い
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

平成23年分

確
定
申
告
を
終
え
て

 

協
会
税
務
講
師
団　
　

浦
上　

立
志 

税
理
士

周辺住民のアスベスト被害に対する責任が
問われている

　

尼
崎
市
内
の
ク
ボ
タ
旧
神

崎
工
場
周
辺
で
ア
ス
ベ
ス
ト

の
環
境
曝
露
に
よ
り
中
皮
腫

を
発
症
し
死
亡
し
た
と
し

て
、
遺
族
が
ク
ボ
タ
と
国
を

相
手
に
、
謝
罪
と
損
害
賠
償

を
訴
え
て
い
る
環
境
型
裁
判

は
、
３
月
21
日
に
神
戸
地
裁

で
結
審
し
た
。

　

弁
護
団
は
最
終
弁
論
で
、

政
府
が
ア
ス
ベ
ス
ト
産
業
を

育
成
し
、
そ
の
中
で
ク
ボ
タ

が
長
年
石
綿

製
品
を
生
産

し
続
け
て
き

た
こ
と
、
国

際
的
な
研
究

か
ら
見
て
も

国
と
ク
ボ
タ

が
１
９
６
０

年
代
の
早
い

時
点
で
ア
ス

ベ
ス
ト
の
危

険
性
を
知
り

対
策
を
打
つ

こ
と
は
容
易

で
あ
っ
た
こ

と
を
説
明
。

　

そ
の
上
で
、
ア
ス
ベ
ス
ト

飛
散
の
事
実
と
被
害
者
の
生

活
環
境
か
ら
考
え
て
も
ク
ボ

タ
の
責
任
は
明
ら
か
な
こ

と
、
国
の
ア
ス
ベ
ス
ト
に
対

す
る
対
応
が
ず
さ
ん
で
違
法

な
も
の
で
あ
っ
た
事
実
に
つ

い
て
述
べ
、
周
辺
住
民
の
ア

ス
ベ
ス
ト
被
害
に
対
す
る
ク

ボ
タ
と
国
の
加
害
責
任
を
認

め
る
よ
う
求
め
た
。

署
名
に
ご
協
力
を

　

裁
判
は
、
８
月
７
日
に
判

決
日
を
迎
え
る
。
判
決
に
向

け
て
、
尼
崎
支
部
も
参
加
す

る
「
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
か
ら

い
の
ち
と
健
康
を
守
る
尼
崎

の
会
」
は
、
神
戸
地
裁
あ
て

に
20
万
人
を
目
標
に
し
た

「
国
・
ク
ボ
タ
の
法
的
責
任

を
明
確
に
す
る
公
正
な
判
決

を
求
め
る
署
名
」
に
取
り
組

ん
で
い
る
。
ご
協
力
を
お
願

い
し
た
い
。

尼
崎
石
綿
訴
訟
が
結
審

国
・
加
害
企
業
の

責
任
認
め
る
判
決
を

〈70歳未満〉
１～３回目まで ４回目以降

一般（上位所得者や
住民税非課税世帯以
外）

80,100円（＋総医療
費267,000円を超える
超過額の１％）

44,000円

住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

上位所得者（国保で
は前年の基礎控除後
の総所得金額が600
万円超、社保では標
準報酬月額53万円以
上）

150,100円（＋総医療
費500,000円を超える
超過額の１％）

83,400円

〈70歳以上〉

一般 通院　12,000円（個人単位で合算可）
入院　44,400円（世帯合算可）

住民税非課税世帯

通院　8,000円（個人単位で合算可）
入院
低所得Ⅰの場合…15,000円（世帯合算可）
低所得Ⅱの場合…24,600円（世帯合算可）

現役並み所得者
（住民税課税所得が
145万円以上）

通院　44,400円（個人単位で合算可）
入院
１～３回目まで　80,100円
（＋総医療費267,000円を超える超過額の
１％）
４回目以降　　　44,400円

個別相談ご活用を

高額療養費制度・窓口負担限度額の概要

該当する患者さんへお知らせを該当する患者さんへお知らせを

せ
ん
か
」
と
の
ア
プ
ロ
ー
チ

も
建
築
会
社
か
ら
多
い
の
で

は
と
思
い
ま
す
。

　

耳
鼻
科
は
、
受
診
多
め
の

年
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

小
児
科
は
、
ヒ
ブ
、
日
本

脳
炎
、
三
種
混
合
、
子
宮
頸

が
ん
等
予
防
接
種
の
過
去
分

の
受
け
入
れ
も
あ
り
、
保
険

外
収
入
が
大
幅
に
増
加
し
ま

し
た
。
診
療
収
入
と
半
々
、

も
し
く
は
上
回
る
例
も
珍
し

く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
よ
り
、

消
費
税
の
課
税
事
業
者
と
な

っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
ケ
ー
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病気やケガによる休業に備えて。自宅療養
も補償されます

うつ病、認知症による就業不能や、地震等の天
災によるケガも／入院は１日目、自宅療養は５
日目から／再発も含めて通算1000日まで補償

・医療上の事故、医療施設の事故を補償

医師・歯科医師の老後設計に最適です

・急な出費にも１口単位で解約可能
・ 払込が困難なときは掛金中断、余
裕ができたら掛金再開

万一のためのコストは安さが魅力です！

毎年高配当を継続

　2011年度は63％、2010年度は42％
団体保険だから断然安い保険料
最高5000万円の高額保障
配偶者1000万円のセット加入あり
ライフプランに合わせていつでも増額・減額可
医師による診査はありません

グループ保険グループ保険グループ保険グループ保険保険医年金保険医年金保険医年金保険医年金

医師賠償責任保険医師賠償責任保険医師賠償責任保険医師賠償責任保険

所得補償保険所得補償保険所得補償保険所得補償保険
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〈時間外対応加算〉
Ｑ１　これまで「地域医療貢献加算」を
算定しており、原則24時間対応を行って
きたが、「時間外対応加算１」を算定で
きるか。
Ａ１　原則として常時自院で対応してい
る場合は、「時間外対応加算１」（５点）
に該当するので、改めて届け出た上で
「１」を算定することになります。

〈入院中の患者の他医療機関受診〉
Ｑ２　今回の改定で、他医療機関側で新
たに算定できることになったのは、結核
病棟・精神病棟・有床診療所の入院患者
が透析のみを目的として受診した場合の
「慢性維持透析患者外来医学管理料」だ
けか。
Ａ２　厚労省の３／30付訂正事務連絡に
よって、「他医療機関において当該診療
に係る必要を一切算定しない場合には、
他医療機関において実施された診療に係
る費用は、入院医療機関において算定
し、入院基本料等の基本点数は控除せず
に算定します。この場合に、入院医療機
関で算定している入院料等に包括されて
いる診療に係る費用は、算定できませ
ん。なお、この場合の医療機関間での診
療報酬の分配は、相互の合議に委ねる」
とされ、合議で入院側から外来側に直接
支払う方法、従来からの算定方法に基づ
いて双方の医療機関が別々に請求する方
法の、いずれでも可能になりました。

〈投薬・注射〉
Ｑ３　今回の改定で、ビタミン剤はすべ
て投与できなくなったのか。
Ａ３　これまで、ビタミンＢ群・Ｃ製剤
について「単なる栄養補給目的」での投
与が認められていなかったものが、全て

のビタミン製剤に拡大されたものであ
り、疾患の原因がビタミンの欠乏である
場合等医師が投与の必要性を認める場合
は従来通り投与できます。

〈外来リハビリテーション診療料〉
Ｑ４　「外来リハビリテーション診療
料」を算定した場合、リハビリテーショ
ンを行わない日にマッサージや赤外線療
法等の「消炎鎮痛等処置」を実施した場
合も、診察は不要か。
Ａ４　当該診療料の対象は、疾患別リハ
ビリテーションのみで、消炎鎮痛等処置
は対象になりません。従って、処置を行
う場合は毎回診察が必要になります。

〈在宅患者訪問診療料〉
Ｑ５　在宅患者訪問診療料の「同一建物
居住者の場合」が、「特定施設等に入居
する者」と「それ以外の者」に区分され
たが、特定施設等とはどの施設が該当す
るのか。
Ａ５　「特別養護老人ホーム」と特定施
設・地域密着型特定施設（介護保険法の
指定を受けている施設に限る）である
「有料老人ホーム」「軽費老人ホーム
（ケアハウス）」「養護老人ホーム」「サ
ービス付き高齢者向け住宅」（ただし、
外部サービス利用型特定施設入居者生活
介護・介護予防特定施設入居者生活介護
を受けている患者が入居する施設を除
く）が該当します。
　ただし、「特別養護老人ホーム」につ
いては、末期の悪性腫瘍患者と、当該特
養において協力医療機関の医師または支
援診（支援病）の医師が看取った場合の
死亡日からさかのぼって30日以内の患者
に限られます。
※ 本紙４月５日付Ｑ&Ａその１・Ａ６の
訂正（下線部）

医 科

新 点 数 ＱＱ＆＆ＡＡ（その２）

Ｑ１　歯科疾患管理料について、患者に
情報提供する管理計画書（初回用・継続
用）の内容に変更はないか。
Ａ１　管理計画書の内容は、初回用、継
続用ともに変更はありません（協会でも
引き続き、取り扱っています）。継続管
理計画書の提供時期が、少なくとも前回
の提供日から「３カ月に１回」が「４カ
月に１回」に変更されました。
Ｑ２　接着ブリッジの適応範囲が臼歯部
まで拡大されたが、４番生活歯、６番失
活歯で、④５⑥の接着ブリッジは算定可
能か。歯冠形成は何点で請求するのか。
Ａ２　接着ブリッジは、①１歯欠損症例
において、支台歯のうち少なくとも１歯
が生活歯の場合に認められ、②支台歯の
切削をエナメル質にとどめ、接着性レジ
ンセメントを用いて支台歯に接着冠を装
着することが要件のため、この場合も算
定可能です。歯冠形成は、４番は生活歯
歯冠形成の金属冠306点に490点を加算し
た796点を算定します。６番は失活歯歯
冠形成の金属冠166点の算定となりま
す。
Ｑ３　接着ブリッジは歯質を残すことを
目的とすると思われますが、装着後に歯
頚部などにカリエスが発現した場合、充
填などは算定できるか。
Ａ３　接着ブリッジは、インレーブリッ

ジとは違い、補管の対象で２年間の維持
管理が必要ですのでご留意ください。補
管中の歯に充填を行った場合、充填に係
る一連の費用は補管に含まれ別に算定で
きません。
Ｑ４　接着ブリッジで支台歯の一つが失
活歯の場合、失活歯におけるメタルコア
は算定できるか。
Ａ４　算定できます。
Ｑ５　接着ブリッジの装着時の接着性レ
ジンセメントとは具体的に何か。
Ａ５　マルチボンド、スーパーボンドな
どです。
Ｑ６　メタルコアの再装着は45点になっ
たのか。
Ａ６　その通りです。歯冠修復の装着料
が45点に一本化され、メタルコアの再装
着以外にも、CRインレー、ジャケット
冠、乳歯金属冠、ブリッジ修理の装着料
も45点となりました。
Ｑ７　充填について、充填１はエッチン
グおよびプライマー処置のどちらか一方
を実施した場合、充填２は歯面処理なし
の場合と考えてよいか。
Ａ７　その通りです。歯質に対する接着
性を付与または向上させるために歯面処
理を行う場合は充填１で算定し、アマル
ガムなど歯面処理なしの場合は充填２で
算定します。
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〈新点数について寄せられた質問〉

日　時　４月21日（土）15時～17時
会　場　 西明石ホテルキャッスルプ

ラザ４Ｆ
テーマ　 失敗しない採用のポイント

と退職時のトラブル解決策
講　師　社会保険労務士　桂好志郎氏
参加費　 1000円（「医院経営と雇用

管理2010」冊子代）
※終了後、懇親会（会費5000円）

■明石支部■会員懇談会
日　時　４月21日（土）15時～17時
会　場　いたみホール３Ｆ大会議室
テーマ　接遇の基本とクレーム対応
講　師　大手前短期大学准教授
　　　　水原道子先生
参加費　1000円

■北阪神支部■職員接遇研修会

保険医年金ご加入の皆さまへ

５月１日から予定利率が1.259％になります

お問い合せは、協会共済部（☎078－393－1805）まで

　保団連・協会は、「保険医年金」ご加入者に安
心、信頼してご利用いただけるよう、国内大手生
保会社の受託拡大を行い、制度の一層の健全運営
に努力しています。昨年は、新たに日本、第一、
太陽の各生保会社が運用受託に参入しました。三
井、明治安田、富国、ソニーの４社に加え、現在
は計７社が共同で運用受託しています。
　また、今回、各社の受託割合を見直しました。
その結果、５月１日から「保険医年金」の予定利
率（最低保証利率）は、1.258％から1.259％（５月１日～適用）へ引き上がりま
す。
　なお、今春の「保険医年金」加入のご案内は、従来通り三井、明治安田、富
国、ソニー生命の４社が行いますので、ご留意ください。
　４月１日から春の共済制度普及期間が始まりました。この機会に、ぜひご加入
いただけますようお願いいたします。

受託会社 引受割合

三井生命（幹事） 27.69%

明治安田生命 32.91%

富国生命 17.90%

日本生命 12.50%

太陽生命 6.00%

第一生命 2.00%

ソニー生命 1.00%
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近畿大学医学部再生機能医学講座主任教授　 梶　博史先生講演

要旨
　近年、糖尿病、高血圧、脂質異常症、
CKD（慢性腎臓病）など生活習慣病の患
者数が増加してきた。
　２型糖尿病では骨密度が低下しないこ
とが多いが、最近２型糖尿病でも骨折リ
スクが増加することが明らかとなった。
糖尿病では一般に、骨芽細胞による骨形
成低下が優勢になることにより骨粗鬆症
になると考えられているが、既存の骨代
謝マーカーでの診療が難しい面がある。
　これらの問題点について、現在、種々
のマーカーの研究が行われ、いくつかの
期待される指標が存在する。脂質異常や
高血圧、メタボリック症候群と骨粗鬆症
の関連については、いまだ不明な点が多
く、骨血管相関という考え方からも、今
後の新しい知見の集積が期待される。

はじめに
　糖尿病、脂質異常症、高血圧をはじめ
とする生活習慣病の患者数は、メタボリ
ック症候群の健診の導入とともに増加傾
向にある。
　生活習慣病の診療は、主として内科を
中心とした医師が担当してきたが、近年
糖尿病をはじめとする生活習慣病が骨粗
鬆症と密接な関連があることが明らかに
なってきた。

１．糖尿病と骨粗鬆症について
　糖尿病による骨粗鬆症の機序について
は、インスリン分泌および作用不全、副
甲状腺ホルモン分泌の低下、高血糖や
AGE（終末糖化産物）の増加などによる
骨芽細胞の機能低下による骨形成低下が
その病態機序の中心にある。
　それに加えて、高カルシウム尿症や腸
管からのカルシウム吸収低下、ビタミン
D不足によりカルシウムバランスが負の
状態になることも関与すると考えられ
る。
　これまで、１型糖尿病が骨粗鬆症の原
因となることは知られていたが、２型糖
尿病では骨密度の低下がみられないこと
から、糖尿病患者の診療において骨粗鬆
症の合併については、ほとんど注目され
てこなかった。
　しかし、最近の知見の集積により、２
型糖尿病患者でも、大腿骨近位部骨折の
リスクが有意に増加することが明らかと
なった。さらに、椎体骨折についても、
骨折リスクが増加することが本邦の研究
で報告されている（Yamamoto et al: J 
Bone Miner Res 24:702, 2009）。
　この研究では、２型糖尿病閉経後女性
の椎体骨折の骨密度閾値は約80%と、非
糖尿病対照群の約70%と比較して高値で
あった。これらの知見より、２型糖尿病
では骨密度が保たれていても骨折しやす
いことが示唆された。
　その要因としては、コラーゲンのAGE
化架橋増加などによる骨質の劣化、腎
症、網膜症、神経障害などの合併症の影
響、低血糖や筋力低下などによる転倒リ
スクの増加、ビタミンD不足などが考え

生活習慣病と骨粗鬆症の診療

は死亡率が高くなる。
　このように、基礎的な機序はいまだ不
明であるが、心血管疾患と骨粗鬆症は関
連が強いとされている。一方、動脈石灰
化と骨粗鬆症の関連については、議論が
ある。

３．CKDと骨代謝
　メタボリック症候群ではCKDの発症リ
スクが高く、CKDと糖尿病もしばしば併
存し、CKDと骨粗鬆症も関連が深いこと
が注目されてきた。CKDでは続発性副甲
状腺機能亢進症や酸化ストレス増大、栄
養不良、筋力低下などの多くの要因によ
り、骨折リスクが増加する。
　CKDのStage３以上で、骨折リスクが

増加することは多くの報告より明らかで
あり、私どもの閉経後女性における検討
では、Stage２であっても既存椎体骨折
のリスクが有意に増加した（Kaji et al: 
J C l i n Endoc r i no l Metab 95:4635, 
2010）。

おわりに
　生活習慣病と骨粗鬆症の診療について
は、ここ数年で注目されてきたことか
ら、エビデンスがいまだ十分ではない。
しかし、臨床的にこれまで見過ごされて
きた分野であり、エビデンスの蓄積によ
り、今後は一般内科医が容易に骨粗鬆症
診療を行えるような状況を構築していく
必要があると考えられる。

られるが、いまだ不明な点が多い。
　２型糖尿病の骨折リスクを評価するた
めの指標が探索されており、ペントシジ
ン、内因性AGE受容体、スクレロスチン
などが報告されている。
　最近、骨で産生されるオステオカルシ
ンが膵におけるインスリン分泌やインス
リンの作用を促進するという説が提唱さ
れているが、血清オステオカルシンと骨
折リスクの関連はみられない。
　２型糖尿病における骨粗鬆症の治療で
は、ビスフォスフォネートやSERMにつ
いては有効性を示唆する報告がみられ
る。治療の原則は適正な血糖調節を基本
として、原発性骨粗鬆症に用いられる治
療薬が用いられる。
　食事療法では、糖尿病の食事療法で結
果的に制限されるカルシウムやビタミン
Dの補充を、より考慮する必要があり、
最近開発されたビタミンD誘導体（エル
デカルシトール©）も期待される。
　診断面では、骨密度が保たれていても
既存骨折が存在する可能性があることに
留意する必要がある。
　糖尿病治療薬の骨粗鬆症への影響につ
いては、最近チアゾリジン薬の骨折リス
ク増加作用が明確となってきた。特に女
性や65歳以上の患者に顕著となるため、
閉経後女性や骨折リスクの高い患者にチ
アゾリジン薬の投与を考慮する際には、
その適応について慎重に考慮することが
望まれる。
　糖尿病と骨粗鬆症についての今後の課
題としては、治療の効果のエビデンスが
非常に少ないこと、血糖コントロールの
程度と骨への影響の関連が不明であるこ
と、糖尿病の骨への影響の基礎的なメカ
ニズムが十分わかっていないことがあげ
られ、今後の研究の進展が期待される。

２．メタボリック症候群と骨代謝
　メタボリック症候群の骨折リスク増加
については議論があり、骨密度は増加傾
向の報告が多いが、女性のメタボリック
症候群で非椎体骨折発生率の増加が報告
されており、さらなる検討が待たれる。
　脂質異常症と骨代謝については、中性
脂肪が低いと骨折リスクが高い傾向にあ
り、LDLコレステロールと骨折の関連は
議論があり、明確ではない。
　高血圧と骨代謝については、心血管疾
患患者の骨折リスクが増加することが明
らかとなってきており、高血圧患者でも
骨密度が低下する報告もみられ、レニン
アンジオテンシン系が骨に負に働くこと
が明らかとなってきている。降圧剤の種
類としては、サイアザイド利尿薬、ACE
阻害剤（ARB）、β阻害剤は骨に保護的
に働くことが期待できる。
　心血管疾患と骨代謝の関連について
は、骨血管相関という用語が使用され、
注目されている。大腿骨近位部骨折のリ
スクが虚血性心疾患や心筋梗塞患者にお
いて２倍以上となり、また骨密度が低
い、あるいは骨代謝マーカーが高い患者
では、心血管イベントのリスクが２倍と
なる。このことから、こういった患者で

生活習慣病が骨に及ぼす影響

骨折リスクの増加

骨芽細胞機能抑制
AGEの骨基質への蓄積

酸化ストレスの増大
高ホモシステイン血症？
ビタミンB６不足？

生活習慣病

糖尿病による骨粗鬆症メカニズム

糖尿病による合併症

インスリン
作用不全

高血糖
AGE増加

PTH
分泌低下 高血糖

骨芽細胞 破骨細胞

骨形成低下 骨吸収増加

骨脆弱性

骨折リスク増加

胸部単純写真の見方・読み方
日　時　４月28日（土）17時～19時
会　場　県農業会館10F　101・102号室（変更しています）
講　師　天理よろづ相談所病院副院長　白川分院院長　郡　　義明　先生
　まず、読影力を高めるためには基本的
な胸部単純Ｘ線の“特性”や肺の解剖を
理解することが必要だ。胸部単純写真の
読影は、実はCTほど“単純”ではない。
　CT撮影では、高い空間分解能とコン
トラスト分解能によって、かなり小さな
ものでも画像に反映されるが、単純写真
では物体（病変）の辺縁がＸ線束と接線
を形成しない場合、かなりの大きさがあ
っても存在を認識することが難しい。ま
た、心臓の前後や横隔膜ドームの後方に
も肺は存在する。このような欠点を補う
ために、シルエットサインを利用するこ

とは有用である。そのためには、肺野と
隣接する臓器の解剖学的関係を理解して
おくことが前提となる。肺野の血管影に
着目することの重要性も指摘したい。正
面像、側面像に関して見落としを少なく
するための読影の手順やポイントについ
て紹介する。特に側面像は敬遠されがち
だが、着目点を限定すればそう難しいも
のではない。
　また、遭遇する機会の多い肺胞性陰影
や胸水の読影のポイントについても紹介
する。
 【郡　記】

保険医のための医薬品、医療材料、医療機器の共同購入事業

■協会会員の開業医はどなたでもご利用ＯＫ。
■４０年の歴史と実績をもつ大阪府保険医協同組合が
　母体となって運営し、医薬品･医療器材･歯科器材･　
　生活関連商品を数多く取り扱っています。 
■ご注文は電話、ＦＡＸ、Ｗｅｂオンラインから。
■Ｗｅｂサイトから、最新の取扱商品･価格がご覧いた
　だけます。利用方法はお問い合せください。
　　URL http://e-mdc.jp/
■ご利用者・ご希望者の協会会員には、１カ月に１回
　「medical net」（共同購入案内）をお送りします。

Ｍ＆Ｄ保険医ネットワークＭ＆Ｄ保険医ネットワークＭ＆Ｄ保険医ネットワークＭ＆Ｄ保険医ネットワークＭ＆Ｄ保険医ネットワーク
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